
県公式 LINE開設・運用保守業務に係る公募型プロポ―ザル応募要項 

 

１ 目的 

本要項は、県公式 LINE開設・運用保守業務について、プロポ―ザル方式により契約業

者を決定するにあたり、その手続について必要な事項を定める。 

 

２ 業務の概要 

（１）業務名 

県公式 LINE開設・運用保守業務 

（２）業務内容 

別添「県公式 LINE開設・運用保守業務仕様書」のとおり  

（３）履行期間 

      契約締結の日から令和７年３月３１日まで 

（４）履行場所 

山口県庁等 

（５）予算限度額 

 ２，０２４，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

３ 参加資格 

    この手続に参加できる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。なお、

参加者が共同企業体である場合は、（１）から（３）までの要件のいずれにも該当する者

により構成され、かつ、（４）の要件を満たす者が含まれること。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項又は第２項に

規定する者でないこと。 

（２）県が発注する物品等の製造の請負、物品等の買入れ、借入れ及び売払い並びに業務

の委託の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに

資格審査申請の時期及び方法等に関する告示（令和４年山口県告示第１７９号）に基

づく資格審査において、「企画・製作」のうち「広告・広報」又は「コンピュータサ

ービス」のうち「システムの設計・開発」あるいは「システムの保守・維持・運用管

理」において、特 A又は Aの等級に格付けされている者であること。 

（３）この手続の開始の日から令和６年５月１４日（火）までの間のいずれの日において

も山口県の業務委託及び物品調達等に係る競争入札等参加停止措置要領に基づく参加

停止を受けていないこと。 

（４）LINE ヤフー株式会社から「Govtech Partner」の認定を受けている者であること。 

 

４ 参加表明書の提出 

この手続きに参加を希望する者は、参加表明書（別記様式１）を提出すること。 

（１）提出方法 

郵送、ＦＡＸ又は電子メールによること。なお、ＦＡＸ又は電子メールで提出する

場合は、送信後、必ず電話で受信の確認を行うこと。 

（２）提出先 

〒７５３－８５０１ 山口県山口市滝町１番１号 

山口県総合企画部広報広聴課広報推進班 



ＴＥＬ：０８３－９３３－２５６６ 

ＦＡＸ：０８３－９３３－２５９８ 

Ｅ－ｍａｉｌ：a11000@pref.yamaguchi.lg.jp 

（３）提出期限 

令和６年４月１５日（月）午後５時まで（必着） 

（４）その他 

この手続きの開始後に、３（２）に掲げる資格審査の申請をする場合は、その旨明

記すること。 

 

５ 企画提案書作成に係る質疑応答 

（１）質問方法 

質問については、質問書（別記様式２）の提出により行うものとし、郵送、ＦＡＸ

又は電子メールによること。なお、ＦＡＸ又は電子メールで提出する場合は、送信後、

必ず電話で受信の確認を行うこと。 

（２）提出先  

〒７５３－８５０１ 山口県山口市滝町１番１号 

山口県総合企画部広報広聴課広報推進班 

ＴＥＬ：０８３－９３３－２５６６ 

ＦＡＸ：０８３－９３３－２５９８ 

Ｅ－ｍａｉｌ：a11000@pref.yamaguchi.lg.jp 

（３）質問期限 

   令和６年４月１５日（月）午後５時まで（必着） 

（４）回答方法 

令和６年４月１９日（金）までに、個別の質問の場合を除き、参加表明書を提出し

た全ての者に対して、電子メールにより回答する。 

なお、回答の内容は、本要項、仕様書を追記又は修正したものとして取り扱う。 

 

６ 応募書類の提出 

（１）応募書類 

   別紙１のとおり 

（２）体裁 

   Ａ４サイズ（Ａ３サイズを折りたたんでＡ４サイズにすることも可）で、両面印刷

とすること。 

なお、印刷の向き（縦、横）、文字列の方向（縦書き、横書き）の指定はない。 

（３）提出方法 

郵送により提出すること。 

（４）提出部数 

７部（正本１部、副本６部） 

（５）提出先 

〒753-8501 山口県山口市滝町１番１号 

山口県総合企画部広報広聴課広報推進班 

（６）提出期限 

 令和６年５月８日（水）午後５時まで（必着） 



（７）その他 

① 提案は、１業者につき１提案とする。 

  ② 提出期限後の応募書類の追加、修正等は認めない。 

７ 審査 

（１）審査方法 

県公式 LINE 開設・運用保守業務審査委員会（以下「審査委員会」という。）におい

て、プレゼンテーションを実施した上で、最優秀提案者を決定する。 

（２）プレゼンテーションの実施 

   Ｗｅｂ会議方式により実施する（Ｗｅｂ会議システムは、マイクロソフト社のＭｉ

ｃｒｏｓｏｆｔＴｅａｍｓを使用する予定） 

① 日 時 令和６年５月１４日(火）（予定）（詳細は別途通知） 

② 時 間 １業者当たり３０分程度（説明２０分以内、質疑応答１０分程度） 

③ 準備物 企画提案者側のＷｅｂ会議に必要な機材（パソコン、カメラ、マイク

等）及びインターネット通信環境については、企画提案者において用意

すること。 

また、担当者と調整の上、事前に接続テストを実施すること。 

④ その他 企画提案者が１者の場合もプレゼンテーションを実施し、審査委員会

による審査を行う。 

なお、プレゼンテーションは企画提案書に沿った内容とし、追加での

提案説明は認めない。 

（３）審査基準 

   別紙２のとおり 

（４）最優秀提案者の決定 

審査委員会委員が、応募書類の内容について、プレゼンテーションを踏まえて審査

基準に基づき採点し、最も合計点の高かった者を最優秀提案者とする。 

なお、最優秀提案者以外の者についても、順位付けを行う。 

 

８ 審査の結果 

審査の結果は、プレゼンテーションに参加した全ての企画提案者に対して、後日文書

により通知する。 

 

９ 最優秀提案者との契約 

（１）契約の締結 

最優秀提案者から見積書を徴し、委託内容を協議の上、契約を締結する。 

なお、協議が不調なときは、７（４）の順位付けの結果が上位の者から順に契約締

結の協議を行う。 

（２）契約書作成の要否 

   要 

 

１０ 失格事項 

   以下のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

（１）提出書類が期限までにされなかった場合 

（２）提出書類に虚偽の内容を記載した場合 



（３）審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

（４）本要項に違反すると認められ場合 

（５）その他担当者があらかじめ指示した事項に違反した場合 

 

１１ その他 

（１）企画提案書の作成、その他企画提案に要する費用は、全て企画提案者の負担とする。 

（２）本要項に基づき提出された書類は返却しない。 

（３）この手続の開始後に、３（２）に掲げる資格審査の申請をする場合は、令和６年４

月２３日（火）午後５時までに山口県会計管理局会計課に申請書を提出すること。 

（４）この手続に参加した者が業務委託及び物品調達等に係る競争入札等参加停止措置要

領に基づく参加停止を受けることとなった場合は、審査の対象とせず、又は契約の締

結を行わないことがある。 

 

１２ 問い合わせ先 

山口県総合企画部広報広聴課広報推進班 

〒７５３－８５０１ 山口県山口市滝町１番１号 

ＴＥＬ：０８３－９３３－２５６６ 

ＦＡＸ：０８３－９３３－２５９８ 

Ｅ－ｍａｉｌ：a11000@pref.yamaguchi.lg.jp 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
県公式 LINE開設・運用保守業務に係る公募型プロポ―ザル 応募書類 

 

１ 企画提案書 

本要項及び仕様書に沿って具体的に記載してください。 

なお、次の項目については必ず記載してください。 

（１）リッチメニューの構築 

想定するリッチメニューの画面を、「タブ」や「アイコン」の数、チャットボット機

能の内容等を踏まえて提案してください。 

 

（２）利用者の属性登録、セグメント配信機能等 

   利用者が属性登録や配信希望項目を行う画面を、「属性の種類」や「配信希望項目の

数」が確認できるよう提案してください。また、県職員がセグメント配信する際の操

作画面を提案してください。 

 

（３）サーバー等 

   サーバーやシステム等の管理運用及び保守について提案してください。 

 

（４）運用保守 

① 「構成メンバーの氏名」や「役割」等を明示し、本業務遂行にあたっての体制図

を提示してください。 

② システムに障害が起こった場合の対応方法も含め、想定する運用保守計画書を提

案してください。 

③ 本業務において取得する利用者の属性情報の取扱いや管理、セキュリティ対策の

方法を提案し、「政府機関・地方公共団体等における業務での LINE 利用状況調査を

踏まえた今後の LINE サービス等の利用の際の考え方（ガイドライン）」の要件を満

たしていることを説明してください。 

 

（５）独自提案 

   本業務の目的達成のために有効な企画や運用支援を追加提案してください。 

   ※提案内容は、本業務の予算内で実施可能なものとすること 

 

（６）業務遂行能力 

① 過去に、本業務に類似する業務を実施している場合は、業務実績を提示してくだ

さい。 

② 本業務の想定スケジュールを提案してください。 

 

２ 会社概要 

所在地や事業内容、従業員数など会社の概要が分かるもの。（パンフレットの使用可） 

 

３ 参考見積書 

（１）当業務に係る所要経費を全て含めて、予算限度額以内で見積書を作成してください。

（消費税及び地方消費税を含む） 

（２）見積りの根拠となった所要経費の明細を明示してください。 

別紙１ 



 

４ 共同企業体構成員名簿（別記様式３）  

（１）共同企業体で応募する場合のみ提出してください。（単独で応募する場合は提出不要） 

（２）「競争入札参加資格」の欄には登録済み又は申請中のどちらかに〇をしてください。 

（３）「Govtech Partner認定企業」の欄には共同企業体の中で「Govtech Partner」の認

定を受けている企業を１者以上必ず記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

県公式 LINE開設・運用保守業務に係る公募型プロポ―ザル 審査基準 
 

評価項目 評価のポイント 配点 

リッチメニューの構築 ○利用者にとって、取得したい情報までの導線が分

かりやすいリッチメニューになっているか。 
20点 

利用者の属性登録、 

セグメント配信機能 等 

○利用者の属性登録等は、セグメント配信にあたり

必要な情報が収集できる内容か。 

○県職員が操作しやすい操作画面か。 

20点 

サーバー等 
○サーバーやシステム等の安全性は確保されてい

るか。 
10点 

運用保守 

○業務を遂行できる十分な実施体制を確保し、障害

発生時においても適切な対応が可能か。 

○セキュリティ対策は十分か。 

10点 

独自提案 

○他社にはない強みや独自性を活かし、本業務の目

的達成のために有効な企画や運用支援が追加提

案されているか。 

30点 

業務遂行能力 

○過去の類似業務の実績等からみて、確実に業務を

遂行できるか。 

○業務の実施スケジュールは計画的かつ実現可能

なものか。 

10点 

合      計 100点 

 

別紙２ 


